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告 示■

◎群馬県告示第１１９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和４年４月２６日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 路線名 区 間 変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 ４０６号 高崎市剣崎町字長瀞東１１８９番の１ 前 １２．８～２０．９ ４０．７
地先から同市同字同１１８１番の４地
先まで 後 １１．３～１３．９ ４０．７

◎群馬県告示第１２０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和４年４月２６日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 元島名倉賀野 高崎市倉賀野町字下樋越１８５２番の 前 ６．４～８．７ １８０．８
線 １地先から同市同字同１８７７番の２

地先まで 後 ９．２～１０．９ １８０．８

◎群馬県告示第１２１号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、太田都市計画下水道事業の事業計画の

変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。

令和４年４月２６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 施行者の名称 太田市

２ 都市計画事業の種類及び名称 太田都市計画下水道事業 太田市公共下水道

３ 事業施行期間 平成５年６月１８日から令和９年３月３１日まで
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４ 事業地

(1) 汚水

ア 収用の部分 なし

イ 使用の部分 変更なし

(2) 雨水

ア 収容の部分 なし

イ 使用の部分 なし

◎群馬県告示第１２２号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、太田都市計画下水道事業の事業計画の

変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。

令和４年４月２６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 施行者の名称 太田市

２ 都市計画事業の種類及び名称 太田都市計画下水道事業 太田市公共下水道

３ 事業施行期間 平成２４年４月１日から令和９年３月３１日まで

４ 事業地

(1) 収用の部分 なし

(2) 使用の部分 変更なし

◎群馬県告示第１２３号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、館林都市計画下水道事業の事業計画の

変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。

令和４年４月２６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 施行者の名称 千代田町

２ 都市計画事業の種類及び名称 館林都市計画下水道事業 千代田公共下水道

３ 事業施行期間 平成５年２月２６日から令和９年３月３１日まで

４ 事業地

(1) 収用の部分 なし

(2) 使用の部分 変更なし

◎群馬県告示第１２４号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、太田都市計画下水道事業の事業計画の
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変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。

令和４年４月２６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 施行者の名称 大泉町

２ 都市計画事業の種類及び名称 太田都市計画下水道事業 大泉公共下水道

３ 事業施行期間 平成２年１２月１８日から令和５年３月３１日まで

４ 事業地

(1) 収用の部分 なし

(2) 使用の部分 変更なし

選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第２０号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

のとおりである。

令和４年４月２６日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

会計責任者の
代表者の氏名

氏 名
主 た る 事 務 所 の 所 在 地

政 治 団 体 の 名 称

届 出 年 月 日

池森のり子を育てる会 池森実 蓮見秋雄 館林市成島町４２７－１

令和４年３月１日

岡野陽子を育てる会 岡野陽子 岡野克己 館林市苗木町１７６１－１３

令和４年３月１７日

富岡再生会議 田村妙子 田村妙子 富岡市内匠８７３

令和４年３月１８日

未来の沼田市を創る会 本間雄三 星野翔一 沼田市桜町４７６５－３

令和４年３月１５日

◎群馬県選挙管理委員会告示第２１号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。
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令和４年４月２６日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

１ 政党の支部

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

自由民主党北群馬郡支部 主たる事務所 北群馬郡吉岡町小倉甲９ 北群馬郡榛東村広馬場１ 令和４年
の所在地 １ ９５５ ３月１８日

代表者の氏名 大林裕子 高橋正 令和４年
３月１８日

会計責任者の 柴﨑尚長 一倉隆 令和４年
氏名 ３月１８日

自由民主党群馬県自動車販 代表者の氏名 星崎功明 大山駿作 令和４年
売支部 ２月１６日

自由民主党利根郡連合支部 主たる事務所 沼田市利根町平川１１１ 沼田市久屋原町１５６０ 令和４年
の所在地 ３ －１２ ３月３１日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

歌代こうじ後援会 会計責任者の 歌代公司 歌代和七 令和３年
氏名 １１月４日

岡田行喜後援会 代表者の氏名 岡田隆雄 諸岡茂 令和３年
１０月１日

金子わたる後援会 会計責任者の 久本武士 室橋守 令和４年
氏名 ３月１日

群馬うまれ群馬そだち 代表者の氏名 羽鳥由紀 野木大史 令和４年
３月３０日

会計責任者の 宮﨑裕紀子 宮﨑岳志 令和４年
氏名 ３月３０日

群馬県飲食業政治連盟 代表者の氏名 桑原勝宏 深掘達義 令和４年
１月１１日

群馬県獣医師連盟 会計責任者の 小板橋和彦 中野幹夫 令和４年
氏名 １月２１日

群馬県生活衛生同業組合連 代表者の氏名 桑原勝宏 深堀達義 令和４年
合会政治連盟 １月１１日

群馬の未来をつむぐ会 代表者の氏名 早田明雄 久須見一男 令和４年
３月５日

幸福実現党高崎後援会 代表者の氏名 山崎進 佐藤高史 令和４年
１月１日

幸福実現党榛名伊香保後援 会計責任者の 日向卓 森田美由紀 令和４年
会 氏名 ３月２３日
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後閑賢二後援会 会計責任者の 後閑輝彦 後閑昌一 令和４年
氏名 ３月２３日

柴崎訓佳後援会 会計責任者の 柴崎訓佳 飯酒盃常正 令和４年
氏名 ３月２２日

清水聖義後援会 代表者の氏名 高橋嘉一郎 本島虎太 令和４年
３月２５日

真政会 主たる事務所 高崎市問屋町２－４－５ 高崎市上小塙町５７２－ 令和３年
の所在地 ２ ８月１日

すとうかずおみ育てる会 主たる事務所 館林市富士見町７－１６ 館林市松沼町１１－５ 令和４年
の所在地 ３月２９日

代表者の氏名 毛塚茂平治 野村晴三 令和４年
３月２９日

南雲鋭一後援会 会計責任者の 南雲鋭一 南雲信雄 令和３年
氏名 １２月１日

日本第一党群馬県本部 会計責任者の 守山義之 阿久津幸弘 令和３年
氏名 １２月３１日

羽鳥みつひろ後援会 会計責任者の 羽鳥光博 羽鳥君子 令和４年
氏名 ３月２４日

堀越まゆこ後援会 会計責任者の 青木千春 ツッキー晶子 令和４年
氏名 ２月５日

丸直会 主たる事務所 佐波郡玉村町上新田１５ 佐波郡玉村町下新田４６ 令和４年
の所在地 ９７ ４－２ ２月１日

代表者の氏名 峯岸豊 大谷韶男 令和４年
２月１日

柳沢あつしを育てる会 代表者の氏名 佐々木林太郎 宮下君枝 令和４年
３月２６日

◎群馬県選挙管理委員会告示第２２号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。

令和４年４月２６日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

１ 政党の支部

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日

自由民主党群馬県北群馬郡第一支部 髙橋正 令和３年１２月３１日
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２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日

岡田行喜後援会 岡田隆雄 令和３年１０月１日

しぶかわの未来を考える会 久本武士 令和４年３月２３日

早坂とおる後援会 早坂通 令和３年１２月３１日

山田光次後援会 山田光次 令和３年１２月１日

◎群馬県選挙管理委員会告示第２３号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により届出のあった資金管理団体の名称等

は、次のとおりである。

令和４年４月２６日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

資金管理団体の
届 出 を し た 者 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日
（代表者）の氏名

荒木征二 高崎市議会議員 荒木征二後援会 高崎市石原町３２６７－１２ 令和４年
３月１日

◎群馬県選挙管理委員会告示第２４号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第１９条第３項の規定により資金管理団体

でなくなった旨の届出のあった資金管理団体の名称等は、次のとおりである。

令和４年４月２６日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

法第１９条第３項第２号による届出

資金管理団体の届出をした者の氏名 資金管理団体の名称 資金管理団体でなくなった年月日

早坂通 早坂とおる後援会 令和３年１２月３１日

山田光次 山田光次後援会 令和３年１２月１日
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◎群馬県選挙管理委員会告示第２５号

次の団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第２項の規定により、令和４年４月１日以

降、政治活動（選挙運動を含む。）のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となったので、同条

第３項の規定に基づき、公表する。

令和４年４月２６日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名
会計責任者の

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
氏 名

重野能之後援会 重野能之 重野由美子 吾妻郡東吾妻町岡崎３１５－１

下田まさゆき後援会 下田眞之 下田眞之 前橋市日吉町１－７－１

竹渕ひろゆき後援会 竹渕博行 竹渕博行 吾妻郡東吾妻町岩井９６５－１

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

令和４年４月２６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 群馬県庁情報通信ネットワーク閉域ＬＴＥ網 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県知事戦略部業務プロセス改革課 群馬県前橋市大

手町一丁目１番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和４年３月３１日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 ＫＤＤＩ株式会社官公庁営業部 東京都千代田区大手町一丁目８番１号

５ 随意契約に係る契約金額 ３６，２５２，７８０円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第２号該当

次のとおり落札者を決定した。

令和４年４月２６日

群馬県県央第一水道事務所長 久保田 育 男

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 県央第一水道及び県央第二水道で使用する水道用ポリ塩化アルミニウム

年間予定調達数量 １，５８０，０００ｋｇ

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県県央第一水道事務所 群馬県北群馬郡榛東村大字

広馬場４１１番地１

３ 落札者を決定した日 令和４年３月２３日

４ 落札者の名称及び所在地 鶴星商事株式会社 群馬県高崎市上並榎町２３６
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５ 落札金額 ２７．３円／ｋｇ

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和４年２月４日

８ 契約方法 単価契約
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